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はじめに 

 
政府は、２００３年度までに世界最高水準の「電子政府」の基盤を構築する

「e-Japan 重点計画」（２００１年３月）を策定した。さらに、２００１年６月

には「e-Japan 2002 プログラム」（平成１４年度ＩＴ重点施策に関する基本方

針）においても電子政府・電子自治体の着実な推進を図るため、行政の情報化

及び公共分野の情報通信技術の活用を推進するとしている。 
電子政府・電子自治体の実現において、行政が電子情報を紙情報と同等に扱

うためには、法制度を整備する必要があり、この対応においては、政府・国会

等により着実に実現されつつある。一方、行政手続きの電子化・オンライン化

においては、様々な技術的課題、制度的課題がなお山積している状況である。

すなわち、電子政府推進関連では、電子申請における長大図面や第三者証明書

など添付書類の問題の対策及び行政手続きの規制緩和が必要であるが、その費

用対効果が見えにくく積極的な推進がしづらい等の問題がある。また、電子自

治体推進関連では、地方公共団体は地域住民や地域産業と密着した行政の情報

化を推進する必要があるが、その推進を阻む様々な問題が存在する。本報告書

は、これらの問題を調査・分析し、解決策を提言することにより、早期に電子

政府・電子自治体を実現することに寄与することを目的とする。 
本報告書は、（財）ニューメディア開発協会が平成１３年度電子政府行政情報

化事業（オンライン制度的課題への対応）の一環として、情報処理振興事業協

会から委託を受け、「オンライン制度的課題への対応における電子政府関連の諸

課題への対応」に係る複数のテーマについて調査分析し、取り纏めたものうち

の１つである。 
本報告書が、電子政府・電子自治体の構築等、行政情報化に関係する方々や

関心がある方々の一助になれば幸いである。 
 
平成１４年３月 
 
                                     財団法人ニューメディア開発協会 
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 本調査報告書は複数のテーマについて、それぞれ独立して調査し、取り纏め

ている。全体構成は、以下のとおりである。 
 
「オンライン制度的課題への対応における電子政府関連の諸課題への対応」 
 
第１編：電子政府推進に係る規制緩和関連調査 
    （その１）ライセンスリポジトリ方式の制度的及び技術的課題に関する調

査研究 
    （その２）規制緩和による費用対効果に関する調査研究 
    （その３）北米における電子政府の実態・推進体制に関する調査 
    （その４）北欧の電子政府構築における個人情報保護に関する調査 
    （その５）代理申請のあり方に関する調査研究 
    （その６）電子申請に関するインセンティブの可能性調査 
 
第２編：電子自治体の実現に向けた地方公共団体のアウトソーシングに関する

調査研究 
    （その１）地方公共団体の実態調査 
    （その２）地方公共団体のアウトソーシングに関する研究 
 

以上
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１. 背景 

  平成 15 年度までに、電子政府を実現し、電子自治体の構築を推進することとされ

ている。そこで、『e-Japan2002 プログラム～平成 14 年度 IT 重点施策に関する基本方針

～』において具体的施策が示され、各省庁サイドでは地方公共団体の扱う申請･届出等

手続も含めた「申請・届出等手続の電子化についての新アクションプラン」を公表し

ている。このなかでは、実施する時期を明記し、課題解決に向けた本格的な取組を始

めている。 

 

現在までのところ、中央省庁レベルにおいては電子政府の実現に関して一応の目処

がつき、平成 14 年度からは本格的に地方公共団体における電子自治体の構築への展開

を図る時期にきている。そのため、国における取組と歩調を合わせて、国は申請･届出

等の電子化に必要とされる地方公共団体による基盤整備の取組を支援する計画である。 

 

しかし、地方公共団体の電子化（電子自治体化）の実現には多くの課題が山積みの

状態である。例えば、充分な財政力のない地方公共団体は、電子自治体の構築をする

ためのシステム化投資ができない可能性がある。さらに、相対的に職員の意識が低く、

電子化できるような状態には至らない市町村等が散見される。そこで、地方公共団体

の多くは次のような疑問を持つ可能性が高い。 

 

確かに、「電子政府・電子自治体に変身することで、住民にとって大きな経済効果が

ある」と言われている。しかし、これは「仮説」レベルの見解に過ぎず、信頼性の高

い調査方法に基づいた具体的な数値として検証されていないのが現状である。 

 

そこで、信頼性の高い調査方法により上記の「仮説」を検証する必要がある。本調

査においては、行政において行われる事務及び手続の電子化に係る業務そのものの見

直しを実施し、電子自治体の構築をしていく場合に、費用対効果は「数値的」にいか

に算出され、どのように評価されるか調査研究することを目的とする。さらに、費用

対効果等の分析に基づき、電子政府実現のうち、特に電子自治体構築について、これ

を高コスト･パフォーマンスで実施するための提言を行う。 

① 住民（国民）にとって本当に利便性が向上するかどうか？ 

② 地方公共団体にとっても本当に事務処理の合理化などの効果があるかどうか？ 

③ システム化投資の費用を回収できるような費用対効果が本当にあるかどうか？ 
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２. 目的 

本調査は、電子自治体構築の費用対効果を算出することを目的とする。調査では、都道

府県１団体、市町村１団体を対象に、①GtoB/C（申請･届出等手続、調達事務の電子化）、

②InG（共通庶務事務、調整事務の電子化）、③GtoG（官官手続）の分野に限定して効果を

積算する。一方、費用については①から③までの電子化をするためのシステム構築費用を

積算する。 

これらの算出された費用と効果について、割引現在価値法を用いて 10 年間の割引現在価

値を算出し、感度分析によりシミュレーションを実施する。 
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３. 調査指針 

本調査においては、以下の指針に基づき調査を行う。 

 

（１）検討の対象団体 

本調査では、標準的モデルの自治体（都道府県１団体、市町村１団体）を想定し、その

地方公共団体における費用対効果を算出する。費用対効果を算出する際には、規模に見合

うデータを用いて算出する。標準モデル規模は表 3-1 の通りである。 

なお、費用と効果の算出のための検討項目の数値データがない場合に、足りない部分の

数値データについては以下の規模に相当する自治体（表 3-1）のデータを援用するものとす

る。 

 

表  ３-１ 検討の対象団体  

人口規模 世帯数

都道府県 X県 約500～560万人 約200～250万世帯

市町村 Y市 約20万人 約7～8万世帯

主たる自治体

 

 

（２）費用対効果の検討範囲 

電子自治体の費用対効果の検討範囲としては、以下の 3 領域に限定する。3 領域のそれ

ぞれの分野を、以下に例示する。 

 

① GtoB/C （調達事務の電子化、申請・届出等手続の電子化） 

② InG  （共通庶務事務、官官手続の事務処理、内部調整事務等） 

③ GtoG  （官官手続の電子化…国⇔県、県⇔市、国⇔市等の間の申請・届出等手続） 

 

  

 

４. 調査内容 

 

４．１ 調査内容の展開 

 電子自治体の費用対効果を算出するために、電子自治体構築による費用と効果を算出し、

その費用対効果を明らかにする。具体的には、以下の調査を実施する。 
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（１）電子自治体構築による効果 

規制緩和すべき行政事務及びその削減効果の調査として、都道府県１団体、市町村

１団体を対象に、①GtoB/C（調達事務の電子化、申請・届出等手続の電子化）、②InG

（共通庶務事務、官官手続の事務処理、内部調整事務等）、③GtoG（官官手続の申請・

届出等手続の電子化）、に係る電子化による効果をアンケート調査並びにヒアリング

調査により算出する。 

 

（２）電子自治体構築による費用 

電子自治体推進に係る構築及び運営に係る費用調査として、都道府県１団体、市町

村１団体を対象に、①GtoB/C（電子調達システム、電子申請システム）、②InG（庁内

LAN、1 人１台パソコン、共通庶務事務システム、文書管理システム等）、③GtoG（官

官手続の電子化等）に係るシステム構築・導入費用をヒアリング調査等からデータ収

集して算出する。 

 

（３）電子自治体構築による費用対効果 

規制緩和を含めた業務の再構築、及び電子化による費用対効果の検討対象として、

都道府県１団体、市町村１団体を対象に、①GtoB/C 分野、②InG 分野、③GtoG 分野、

における費用対効果を算出する。 

 

 

４．２ 調査項目の設定 

（１）電子自治体構築費用の算出 

電子自治体推進に係る構築及び運営に係る費用調査として、①GtoB/C、②InG、③

GtoG に係るシステム構築・導入費用をヒアリング調査により算出する。その際には、

アプリケーション･サービス･プロバイダー（以下、ASP とする）により構築するケー

スと自前システムにより構築するケースに分けて調査する。 

それにより、ASP システムによる構築と自前システムによる構築とでは、どちらに

おいてコストメリットがあるか明らかにする。 

 

（２）電子化による行政事務の効果の算出 

①GtoB/C、②InG、③GtoG に係る事務の電子化による効果をアンケート調査並びに

ヒアリング調査により算出する。 

例えば、申請･届出等手続の電子化の場合、申請･届出等手続の電子化により職員の

業務時間の縮減効果などが相対的に高い申請･届出等手続の名称、類型を明らかにし、

手続１件あたり職員の処理時間の縮減効果、申請者の時間縮減効果を算出する。 
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（３）電子自治体構築による費用対効果の算出 

規制緩和による費用対効果の検討として、割引現在価値法によって電子自治体の構

築費用、及び電子化に伴い縮減される費用（効果）の推計結果に基づき、これに今後

の電子化したサービス利用率の将来変化の見通しを加味し、感度分析手法により電子

自治体における費用対効果を明らかにするものとする。 
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５. 調査方法 

 

５．１ 文献調査 

費用対効果に関する調査研究として、自治体及び政府機関における電子政府機能の構築

及び運営費用実績データを含む文献並びに資料の調査をする。 

 

５．１．１ 調査手順 

 日経テレコン 21 により新聞・雑誌記事検索を実施し、電子政府、電子自体体に係る費

用対効果の関係記事、書籍等のサーベイし、重点的に調査すべき調査項目を明らかにす

るという手順で調査を実施した。 

 

５．１．２ 調査内容 

 電子自治体構築に関係する費用に関しての調査を実施した。調査内容は ASP の費用構

造、民間企業における ASP の費用の考え方、業務を電子化するさいのビジネス･プロセ

ス・リエンジニアリング（業務プロセスの再構築、以下 BPR）の考え方、電子自治体構

築にあたっての費用対効果の考え方などについて調査を実施した。 

 

 

５．２ ヒアリング調査 

規制緩和による費用対効果の調査として、事務の電子化、見直しに係る効果を明らかに

するために、都道府県及び市町村の担当者に対してヒアリング調査を実施した。 

 

５．２．１ 調査手順 

 都道府県 1 団体、市町村１団体を主たるヒアリングの対象に設定した。ただし、特定

の団体からデータを得られない場合には、他の都道府県、市町村の調査データを一定の

変数を用いて慎重に割り当てをおこなった。 

 

５．２．２ 調査内容 

 調査にあたっては、効果の出る申請･届出等手続等の行政事務を抽出して、ヒアリング

によって現行に要している時間、電子化等による縮減可能時間を明らかにした。 
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６. 電子自治体構築による効果の算出 

 

６．１ 調査の指針 

調査の指針として、下記の項目ごとに説明をする。 

 

 

 

 

 

６．１．１ 本調査における効果の定義 

本調査における電子自治体構築により生み出される「効果」とは、行政の電子化により

直接的生み出される各種費用の縮減による効果である。間接的に発生する経済波及効果等

については、算出対象に含めない。 

行政事務の電子化による効果の検討範囲は、行政内部の電子化のみに限定する。地域情

報化や学校情報化等については、本調査における「効果」に含めない。 

効果の受益者とは、費用対効果算出対象の都道府県 1 団体、市町村１団体、並びに各種

行政手続を行う県民・市民等及び事業者とする。 

 

６．１．２ 本調査における効果算出の基本的な考え方 

電子化を行う場合、現行の業務プロセスを単純に電子化しても、電子化による充分な

効果は期待できない。電子化による充分な効果を生み出すためには、現行の業務プロセ

スを再構築し、効率的な業務プロセスを再構築することが必要である。この場合、申請・

届出等手続の電子化に当たっては、規制緩和（制度改正、法令改正）を行うことが不可

欠となる。 

本調査では、この業務再構築の手法としてビジネス・プロセス・リエンジニアリング

（以下 BPR とする）、及びアウトソーシングの 2 つの方法を活用したケースを想定して、

電子自治体構築による「効果」を算出するものである。 

 

（１）本調査における BPR 及びアウトソーシングの検討範囲 

以下では、本調査における BPR 及びアウトソーシングの検討範囲について説明する。 

 

（ア）BPR の検討範囲 

本調査における BPR とは、現行業務の電子化に向けて業務プロセスを再構築し、行政

における業務の効率化を促進することを示す。 

本調査での BPR の検討範囲として、実際の地方公共団体において現在検討されている

電子化に向けた BPR 案をベースに、2002 年 2 月時点において現実的と考えられる BPR

① 効果の定義 

② 効果算出の基本的な考え方 

③ 効果の検討範囲 
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レベルを想定し、BPR 後の業務プロセスを検討範囲とする。これにより行政事務の電子

化の効果算出を実施する1。なお、将来、本調査で検討する BPR よりも抜本的な BPR が

実施されることも想定されるが、それは検討範囲に含めない。 

 

（イ）アウトソーシングの検討範囲 

本調査におけるアウトソーシングの検討範囲として、行政において必ずしも行う必要

がなく民間委託する方が効率的な業務のアウトソーシングと、庁内に不足している専門

性を補完するためのアウトソーシングを検討範囲とする。行政の各種業務から切り分け

て行うことが可能で、行政職員が実施するだけの付加価値が生まれない業務をアウトソ

ーシング導入対象として想定する。 

但し、民間のアウトソーシング活用において見られる経営（行政の政策立案等）その

ものへの関与度が高い業務のアウトソーシング、すなわち行政においては企画業務など

行政本来の業務範囲については、アウトソーシングの検討範囲に含めない。 

 

（２）効果算出にあたってのケース分類 

アウトソーシングの活用度合いの差によって、ケース①、ケース②、ケース③を設定2し、

電子自治体構築による「効果」の算出を実施する。（表 6-1） 

ケース分けして効果算出する理由は、電子自治体構築にあたって電子化という手段だけ

でなく、アウトソーシングという手段も適宜組み合わされて推進されることが想定される

ため、電子自治体構築に加えてアウトソーシングによる効果も検討範囲に入れて、場合分

けして効果算出することで、今後地方公共団体がどこまで検討を実施するべきかを明らか

にすることがあげられる。 

 

表 ６-１  算出にあたってのケース分類 

 

 

本調査において想定されるケース①からケース③の算出の前提条件の位置付けを以下に

示す（図 6-1）。図 6-1 における「標準的な BPR のレベル」とは、実際の地方公共団体にお

いて現在検討されている電子化に向けた BPR 案を示す。例えば、申請･届出等手続の添付書

BPR 業務の電子化 電子化できる分野 電子化できない分野

ケース① 〇 〇

ケース② 〇 〇 〇

ケース③ 〇 〇 〇 〇

　　　　　　　　　　　効果の検討範囲

ケース分類

アウトソーシング電子自治体構築に関連する分野

効果の検討範囲
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類の削減、申請･届出等手続の統合、廃止、申請･届出等手続に係る制度改正などは含まれ

ていない。 

 

図  ６-１ 各ケースの位置付け  

BPRの徹底度合

アウトソーシング
導入の程度

電子化対象分野
のみに導入

徹底したBPRの
レベル

電子化対象分野
以外にも導入

ケース① ケース③

より徹底した業務効率化

ケース②標準的なBPRの
レベル

徹底度が低いBPR
のレベル

導入しない

 
 

 

 ケース①は、アウトソーシングを検討範囲に含めず、行政事務の BPR 及び行政事務の電

子化を行う場合を想定して効果を算出する。 

 ケース②は、行政事務の BPR 及び行政事務の電子化に加え、業務効率化の手段としてア

ウトソーシングを検討範囲に含めて、効果の算出を行う。この場合のアウトソーシングの

検討範囲は、行政事務の電子化が可能な業務のみに限定する。具体的には、調達事務及び

共通庶務事務の一部を、アウトソーシングの検討範囲とする。 

 ケース③は、行政事務の BPR 及び行政事務の電子化に加え、業務効率化の手段としてア

ウトソーシングを検討範囲に含めて、効果の算出を行う。この場合のアウトソーシングの

検討範囲は、行政事務の電子化が可能な業務だけでなく、行政事務の電子化とは関係しな

い業務範囲をも検討範囲に含める。具体的には、技術指導、研究、研修、調査・検査業務

等がある。 

 

 ケース②及びケース③で、アウトソーシング導入の対象となる業務を以下に示す。（表6-2） 

本調査におけるアウトソーシングの検討範囲には、清掃、ごみ収集等の「現業部門」を

含めない。その理由として、①電子自治体構築による直接的な影響が低く、かつ地方公共
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団体によってバラツキがあること、②現業分野において既にアウトソーシングが活用され

ている地方公共団体が多いこと、などが挙げられるためである。 

 

表  ６-２ アウトソーシングの導入対象業務 

 

 

 

６．１．３ 本調査における効果の検討範囲 

 行政電子化による効果として、以下の効果を算出の対象とする。（表 6-3、表 6-4） 

 

 効果の受益者である行政、事業者、県民・市民にとっての効果としては、人件費縮減効

果、直接経費縮減効果、その他の効果の 3 点に分類整理される（表 6-3）。 

  

 

 

検討範囲 業務種類 電子化分野

契約関係事務 GtoB(調達）

入札・契約事務 GtoB（調達）

物品取得 GtoB（調達）

秘書 InG（庶務事務）

服務関係事務 InG（庶務事務）

福利厚生関係事務 InG（庶務事務）

給与、諸手当関係事務 InG（庶務事務）

支出関係事務(旅費を除く) InG（庶務事務）

旅費関係事務 InG（庶務事務）

財産管理 InG（庶務事務）

書類の仕分け、台帳等の整理 InG（庶務事務）

データ入力、変換、集計 InG（庶務事務）

台帳記入、更新、転記 InG（庶務事務）

技術指導等 電子化対象外

研究 電子化対象外

研修 電子化対象外

調査、検査 電子化対象外

ケース②、ケース③の両方に
該当する検討範囲

ケース③のみに該当する
検討範囲
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表  ６-３ 電子化による効果の算出対象  

 

 
※1「その他の効果」とは、調達事務の落札価格そのものの低下による調達コスト縮減効果である。（電子化

と同時に一般競争入札を導入することで競争が透明化し、調達事務価格が低下する）。 

 

 表 6-4 は本調査における電子化を算出分野と算出項目の関係を示した表である。この算出

項目を合理的に見積もるために、各種調査を実施する。 

 

表  ６-４ 各分野における電子化の効果の算出対象 

人件費 直接経費 その他 人件費 直接経費 人件費 直接経費

調達事務 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

申請・届出等手続 ○ ○ ○ ○ ○ ○

共通庶務事務 ○ ○

内部調整事務 ○

○ ○

県民・市民

GtoB、C

InG

GtoG

行政 事業者

 

 

　　　　　　　　算出する効果項目

効果の受益者

人件費縮減効果 直接経費縮減効果 その他の効果※1

行政サイド ○ ○ ○

事業者、県民･市民 ○ ○
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６．２ 調査内容 

 以下、電子自治体構築の効果に係る調査については下記のように分野別に検討する。 

 

 

 

６．２．１ 調達事務等の電子化による効果 

 

（１）調達事務等の電子化による効果の考え方 

（ア）調達事務の電子化及び BPR 手段と効果 

調達事務の電子化による効果を算定する際に、想定される電子化及び BPR の手段を明

確にし、その効果を明らかにする。調達事務の電子化により実現される状態と電子化に

よる効果を以下に整理する（表 6-5）。 

 

表  ６-５ 調達事務の電子化及び BPR手段と効果  

想定される電子化およびBPR手段 電子化による効果

①入札案件の提示および開札結果の通知が電子的に行わ
　れる。（ＨＰでの公開等）

．入札参加者の入札案件の閲覧等による来庁経費（人
　件費＋交通費）が縮減される。
・調達等についての資料等を閲覧する市民の来庁経費
　（人件費＋交通費）が縮減される。

②入札および開札が電子的に行われる。
・入札参加者の来庁経費が縮減される。
・行政側の入札および開札事務への投入時間が縮減
　される。

③入札にかかる事務全般が電子化され、ペーパレス事務が
実現する。

・行政、入札参加者双方の印刷費および保管費が縮減
　される。

④電子入札と同時に一般競争入札が導入される。
・入札の透明性と価格競争が相対的に高まり、落札価
　格が低下する。

 

 

 

 

６．２．１ 調達事務等の電子化による効果（GtoB/C 分野） 

６．２．２ 申請・届出等手続の電子化のよる効果（GtoB/C 分野） 

６．２．３ 共通庶務事務の電子化による効果（InG 分野） 

６．２．４ 内部調整事務の電子化による効果（InG 分野） 

６．２．５ GtoG 手続の電子化による効果（GtoG 分野） 

６．２．６ アウトシーシングの導入による効果 
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（イ）調達事務分野における電子化の「効果」の検討範囲 

調達事務の効果算出の対象は以下の項目とする。調達事務については、公共事業に

おける調達事務及び物品調達における調達事務の双方を含むものとする。（表 6-6） 

 

表  ６-６ 調達事務における効果の算出対象  

 

 

 

効果対象項目 算出対象項目 効果対象項目 算出対象項目

庁内人件費縮減効果 人件費 入札参加者来庁経費縮減効果 人件費 交通費

庁内直接経費縮減効果 印刷費 保管費 入札参加者直接経費縮減効果 印刷費

一般競争入札導入に伴う落札価格低下効果 落札価格低下額 県民、市民来庁経費縮減効果 人件費 交通費

調
達
分
野

行政サイドの効果 県民、市民、入札参加者サイドの効果
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（２）調査結果 

調査の結果を以下に示す。調達事務の電子化算出の際には、利用率は 100％であると仮定

して算出する3。 

（ア）Ｘ県における効果の算出結果 

① 効果算出の前提条件 

Ｘ県における費用縮減効果を算出する場合に代入される、各数値及びその根拠は以下

のとおりである4。（表 6-7） 

表  ６-７ Ｘ県における調達事務電子化による効果の算出のための変数  

出所）Ｘ県における実態調査等より作成  

 

数値
データ
ソース

数値
データ
ソース

入札1件あたりの縮減処理時間 a 1.5
JACIC数値

より推計
1.5 X県調査 時間

年間入札案件数 b 5,000 X県調査 3,000 X県調査 件

１時間あたりの行政職員の人件費単価 c 7,500 ＪＡＣＩＣ※2 7,500 ＪＡＣＩＣ 円

入札1件あたりの行政側が印刷する用紙
枚数

d 4 ＪＡＣＩＣ － 枚

用紙1枚あたりの単価 e 10 ＪＡＣＩＣ － 円

入札1件あたりに保管が必要となる用紙
枚数 f 2,000 ＪＡＣＩＣ － 枚

入札における書類の保管年数 g 1 ＪＡＣＩＣ － 年

1㎡あたりに保管可能な用紙枚数 h 10,000 ＪＡＣＩＣ － 枚

1㎡あたりの賃料単価 ｉ 3,200 ＯＭＲ※3 － 円

年間調達金額総合計 j 930 X県調査 0.9 Ｘ県調査 億円

電子化による落札価格の低下率※1 k 5% 推計値 4% 推計値 ％

入札1件あたりの来庁回数 l 3 ＪＡＣＩＣ 2 X県調査 回

入札1件あたりの入札参加業者数 m 20 ＪＡＣＩＣ 1 X県調査 人

入札1件における来庁にかかる時間 n 0.8 ＪＡＣＩＣ 0.4 X県調査 時間

1時間あたりの入札参加者の人件費単価 o 7,500 ＪＡＣＩＣ 7,500 ＪＡＣＩＣ 円

来庁1回あたり交通費 p 1,000 ＪＡＣＩＣ － 円

入札参加者
印刷費の縮

減効果

入札1件あたりの入札参加者側が印刷す
る用紙枚数

q 100 ＪＡＣＩＣ － 枚

県民の来庁1回あたり交通費 r 1,000 ＪＡＣＩＣ － 円

年間に来庁する県民のべ人数 s 2,000 ＪＡＣＩＣ － 人

県民、入札
参加者サイ
ドの効果

行政サイド
の効果

公共事業入札 物品調達

単位

庁内人件費
縮減効果

県民来庁交
通費の縮減

効果

来庁人件費
及び交通費の

縮減効果

調達価格
下落効果

印刷費及び保
管費の縮減

効果

主体別効果 効果項目 効果算出の項目 記号



 

 19 

 

（注） 
※1 電子入札の導入に伴い一般競争入札を導入した場合の、落札価格の低下率については、公共事業及び

物品調達事務における電子入札の分野で先行する自治体における値を参考に設定している5。 
※2 JACIC：財団法人日本建設情報総合センターによる。 
※3 OMR：生駒シービー・リチャードエリス株式会社 「Office Market Report  2001 年 Vol17」による。 

 

 

②効果の算出結果 

各効果項目における効果の算出結果を以下に示す。（表 6-8 を参照。算出式の詳細につい

ては、注を参照）6。 なお、各効果項目における「電子化及び BPR 手段」は、（１）（ア）

における「想定される電子化及び BPR 手段」（p.14）との対応を示している。 

 

表  ６-８ Ｘ県における調達事務電子化による効果の算出結果   （単位：億円）  

 

電子化およ
びBPR手段

算定式 公共事業 物品調達

庁内人件費の縮減効果 ② ａ×ｂ×ｃ 0.56 0.34

印刷費縮減効果 ③ ｂ×ｄ×ｅ 0.002 ―

保管費縮減効果 ③ （ｂ×ｆ×ｇ）÷ｈ×ｉ 0.03 ―

落札価格低下効果 ④ ｊ×ｋ 46.50 0.04

47.10 0.37

来庁人件費縮減効果 ①② ｂ×ｌ×ｍ×ｎ×ｏ 17.25 0.18

来庁交通費縮減効果 ①② ｂ×ｌ×ｍ×ｐ 3.00 ―

印刷費縮減効果 ③ ｂ×ｑ×ｍ×ｅ 1.00 ―

県民来庁コスト縮減効果 ① ｒ×ｓ 0.02 ―

21.27 0.18

68.37 0.55

68.92

22.38

効果項目

合計

調達の電子化による効果合計（効果A）

効果A-落札価格低下効果

小計

小計

行政サイドの
効果

県民、入札
参加者サイド
の効果
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③調達事務の電子化による効果 

Ｙ市における調達事務の電子化及び BPR による効果と落札価格低下効果を含めて約

68.92 億円（効果 A）であり、落札価格低下効果を効果 A から差し引くと 22.38 億円となる。
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（イ）Ｙ市における効果の算出 

①効果算出の前提条件 

同様にＹ市における費用縮減効果を算出する場合に代入される、各数値及びその根拠

を以下に示す。7 （表 6-9） 

 

表  ６-９ Ｙ市における調達事務電子化による効果算出のための変数  

出所）Ｙ市における実態調査等により作成  

 

数値
データ
ソース

数値
データ
ソース

入札1件あたりの縮減処理時間 a 1.5
JACIC数値
より推計

1.5 X県調査 時間

年間入札案件数 b 1,000 Ｙ市調査 2,500 Ｙ市推計値 件

１時間あたりの行政職員の人件費単
価

c 7,500 ＪＡＣＩＣ 7,500 ＪＡＣＩＣ 円

入札1件あたりの行政側が印刷する
用紙枚数 d 4 ＪＡＣＩＣ － 枚

用紙1枚あたりの単価 e 10 ＪＡＣＩＣ － 円

入札1件あたりに保管が必要となる用
紙枚数

f 2,000 ＪＡＣＩＣ － 枚

入札における書類の保管年数 g 1 ＪＡＣＩＣ － 年

1㎡あたりに保管可能な用紙枚数 h 10,000 ＪＡＣＩＣ － 枚

1㎡あたりの賃料単価 ｉ 3,200 ＯＭＲ － 円

年間調達金額総合計 j 47.0 Ｙ市調査 0.7 Ｙ市推計値 億円

電子化による落札価格の低下率 k 5% 推計値 4% 推計値 ％

入札1件あたりの来庁回数 l 3 ＪＡＣＩＣ 2 X県調査 回

入札1件あたりの入札参加業者数 m 20 ＪＡＣＩＣ 1 X県調査 人

入札1件における来庁にかかる時間 n 0.3 Ｙ市調査 0.3 Y市調査 時間

1時間あたりの入札参加者の人件費
単価

o 7,500 ＪＡＣＩＣ 7,500 ＪＡＣＩＣ 円

来庁1回あたり交通費 p 200 Ｙ市調査 － 円

入札参加者
印刷費

入札1件あたりの入札参加者側が印
刷する用紙枚数 q 100 ＪＡＣＩＣ － 枚

市民の来庁1回あたり交通費 r 1,000 ＪＡＣＩＣ － 円

年間に来庁する市民のべ人数 s 2,000 ＪＡＣＩＣ － 人

単位項目

行政サイド
の効果

庁内人件費
縮減効果

調達価格
下落効果

公共事業入札 物品調達

市民、入札
参加者サイ
ドの効果

市民来庁
交通費

印刷費及び
保管費

来庁人件費
及び交通費
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②効果の算出結果 

 Ｙ市における調達事務の電子化による効果を以下に示す。（表 6-10） 

 

表 6-10 Ｙ市における調達事務電子化による効果の算出結果  （単位：億円）  

電子化およ
びBPR手段

算定式 公共事業 物品調達

庁内人件費の縮減効果 ② ａ×ｂ×ｃ 0.11 0.28

印刷費縮減効果 ③ ｂ×ｄ×ｅ 0.0004 ―

保管費縮減効果 ③ （ｂ×ｆ×ｇ）÷ｈ×ｉ 0.01 ―

落札価格低下効果 ④ ｊ×ｋ 2.35 0.03

2.47 0.31

来庁人件費縮減効果 ①② ｂ×ｌ×ｍ×ｎ×ｏ 1.50 0.13

来庁交通費縮減効果 ①② ｂ×ｌ×ｍ×ｐ 0.12 ―

印刷費縮減効果 ③ ｂ×ｑ×ｍ×ｅ 0.20 ―

市民来庁コスト縮減効果 ① ｒ×ｓ 0.02 ―

1.84 0.13

4.31 0.44

小計

市民、入札
参加者サイド
の効果

小計

合計

調達の電子化による効果合計（効果A）

効果項目

行政サイドの
効果

4.75

効果A-落札価格低下効果 2.37
 

 

 

③調達事務の電子化による効果 

Ｙ市における調達事務の電子化及び BPRによる効果と落札価格低下効果を含めて約 4.75

億円（効果 A）であり、落札価格低下効果を効果 A から差し引くと 2.37 億円となる。 
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６．２．２ 申請･届出等手続の電子化による効果 

（１）電子化による「効果」の基本的な考え方 

（ア）費用対効果に大きく影響する申請･届出等手続の種類 

 費用対効果に大きく影響する申請･届出等手続として、下記のような手続がある。例示的

に上位 41 手続を挙げる。下記に掲載したＸ県における 52 手続（約 1.2%）は、全申請･届出

等手続の年間処理件数合計の約 80%を占有する（表 6-11）。抽出基準は、年間受付件数上位

200 手続のうちからランダムサンプリングして、調査を実施した。 

Ｙ市における 52 手続は、全申請･届出等手続の年間処理件数合計の約 87%を占有する（表

6-12）。抽出基準は、全手続の年間受付件数の上位 52 位までを抽出したものである。なお、

Ｘ県（表 6-11）における調査では受付プロセス、審査等のプロセス、結果通知プロセスに

分けて所要時間調査を実施したが、Ｙ市（表 6-12）は全体の標準処理時間を調査したため、

表の構成が異なっている。 

 

 Ｘ県における費用対効果に大きく影響する手続の種類を抽出すと、税関係、医療関係

の申請･届出等手続、類型的には申請、届出等となる。一方、Ｙ市において費用対効果に大

きく影響する手続の種類を抽出すと、住民票発行、印鑑証明発行、印鑑登録など市民が日

常的に利用する申請･届出等手続、税関系の申請･届出等手続であり、手続類型的には届出、

証明書発行となる。 
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表 ６-１１ Ｘ県における費用対効果に大きく影響する申請･届出等手続 

出所）Ｘ県における態調査等により作成  

 

1件当り
処理時
間（分）

合計時間
（時間）

1件当り
処理時
間（分）

合計時間
（時間）

1件当り
処理時
間（分）

合計時間
（時間）

1 納税証明書交付 7 40,814 11 64,136 2 11,661 3.1 4.8 0.9 8.7

2 特別障害者手当の所得状況届 1 1,192 2 1,788 2 1,117 0.1 0.1 0.1 0.3

3 公園施設使用申込 8 5,587 23 17,133 2 838 0.4 1.3 0.1 1.8

4 看護婦（士）業務従事者届 22 12,200 32 17,746 2 422 0.9 1.3 0.0 2.3

5 特定疾患医療受給者証継続申請 20 5,628 110 30,956 10 2,318 0.4 2.3 0.2 2.9

6 確認申請（建築物、工作物、昇降機） 10 2,318 8 1,854 2 447 0.2 0.1 0.0 0.3

7 自動車税・自動車取得税の減免申請手続 6 1,331 0 89 0 0 0.1 0.0 0.0 0.1

8 一般競争（指名競争)参加資格審査 15 3,228 70 15,064 11 2,367 0.2 1.1 0.2 1.5

9 経営事項審査 10 2,152 60 12,912 5 886 0.2 1.0 0.1 1.2

10 住宅の用に供する土地の取得に対する減額・還付手続 10 1,771 60 10,628 5 886 0.1 0.8 0.1 1.0

11 住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の手続 2 354 10 1,771 10 1,655 0.0 0.1 0.1 0.3

12 法人の変更届 18 2,980 27 4,470 8 1,059 0.2 0.3 0.1 0.6

13 軽油引取税に係る免税の手続 15 1,986 45 5,959 5 621 0.1 0.4 0.0 0.6

14 児童扶養手当（届出） 3 372 6 745 0 0 0.0 0.1 0.0 0.1

15 漁船を使用して行う漁業の許可に係る漁業許可申請 10 1,291 18 2,324 4 464 0.1 0.2 0.0 0.3

16 職員採用試験受験申込み 2 232 20 2,318 2 199 0.0 0.2 0.0 0.2

17 法人の設立届 2 199 5 497 3 276 0.0 0.0 0.0 0.1

18 麻薬取扱者免許証返納届 4 319 4 319 1 83 0.0 0.0 0.0 0.1

19 麻薬施用者免許申請 15 1,242 170 14,071 10 828 0.1 1.1 0.1 1.2

20 完了検査申請（建築物、工作物、昇降機） 35 2,897 65 5,380 8 609 0.2 0.4 0.0 0.7

21 営業許可申請 14 1,066 50 3,807 0 0 0.1 0.3 0.0 0.4

22 軽油引取税の特別徴収の手続 5 372 5 372 5 345 0.0 0.0 0.0 0.1

23 狩猟者登録税・入猟税の申告書 50 3,311 245 16,223 10 580 0.2 1.2 0.0 1.5

24 道路占用許可申請 2 116 2 128 2 116 0.0 0.0 0.0 0.0

25 スポーツセンター利用申請 3 174 5 290 2 79 0.0 0.0 0.0 0.0

26 技術講習申込み 5 265 3 142 3 134 0.0 0.0 0.0 0.0

27 結核医療公費負担申請書 5 223 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0

28 結核患者の届出 5 199 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0

29 医療保護入院者の定期の報告 15 546 35 1,275 10 331 0.0 0.1 0.0 0.2

30 健康診断実施の報告 17 563 170 5,628 7 232 0.0 0.4 0.0 0.5

31 建設業許可(更新） 30 993 160 5,297 5 161 0.1 0.4 0.0 0.5

32 計画変更確認申請(建築物･工作物･昇降機） 11 364 46 1,523 5 154 0.0 0.1 0.0 0.2

33 特殊車両通行許可申請 15 484 35 1,130 10 298 0.0 0.1 0.0 0.1

34 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届 1 31 2 62 1 29 0.0 0.0 0.0 0.0

35 建設業許可(新規･追加) 2 60 2 60 1 28 0.0 0.0 0.0 0.0

36 麻薬受払届 3 87 20 579 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0

37 貸金業業務報告書の提出 11 319 16 464 1 27 0.0 0.0 0.0 0.1

38 麻薬取扱者免許証記載事項変更届 10 281 3 84 7 174 0.0 0.0 0.0 0.0

39 宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請 2 55 5 137 3 47 0.0 0.0 0.0 0.0

40 建築主等変更届 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0

41 精神障害者保健福祉手帳 15 298 40 795 5 75 0.0 0.1 0.0 0.1

42 育成医療 5 83 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0

43 麻薬取扱者業務(研究)廃止届 5 79 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0

44 特殊建築物定期報告の受理 50 786 225 3,538 10 132 0.1 0.3 0.0 0.3

45 建築士事務所の登録又は更新の登録 16 238 34 507 5 65 0.0 0.0 0.0 0.1

46 予防実施報告 8 99 0 0 15 187 0.0 0.0 0.0 0.0

47 結核患者入院届出 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0

48 道路管理者以外の者が行う工事の承認 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0

49 宅地建物取引主任者登録 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0

50 道路占用工事着手・完了届 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0

51 宅地建物取引主任者証交付申請 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0

52 不動産の取得に係る申告書 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.4 18.9 2.2 28.6

審査プロセ
ス等所要コ

スト
（億円）

結果通知等
プロセスの
所要コスト

（億円）

合計

申請･届出等手続の名称 合計
受付・受理 審査プロセス等 結果通知等

事務所要時間

受付・受理
プロセスの
所要コスト

（億円）
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表 ６-１２ Ｙ市における費用対効果に大きく影響する申請･届出等手続 

 

出所）Ｙ市における実態調査等により作成  

 

処理時間
（分） 年間受付件数

時間コスト
（億円） 構成比

1 住民票等の交付申請 5 165,000 1.03 20.8%
2 印鑑証明の交付申請 3 108,900 0.41 13.8%
3 給与支払報告書 1 89,100 0.11 11.3%
4 乳幼児医療費等支給申請書 66,000 0.00 8.3%
5 国民年金の加入等の届出 15 28,710 0.54 3.6%
6 住民異動届 40 23,100 1.16 2.9%
7 所得証明交付申請 5 17,820 0.11 2.3%
8 印鑑登録申請 20 13,200 0.33 1.7%
9 公的年金等支払報告書 1 11,880 0.01 1.5%
10 市民税・県民税申告 5 10,560 0.07 1.3%
11 戸籍届出 50 9,900 0.62 1.3%
12 評価証明発行 10 8,910 0.11 1.1%
13 特別徴収にかかる異動届出 1 7,590 0.01 1.0%
14 法人市民税確定申告 1 6,600 0.01 0.8%
15 法人市民税修正確定申告 1 6,600 0.01 0.8%
16 法人市民税予定申告 1 6,600 0.01 0.8%
17 法人市民税修正予定申告 1 6,600 0.01 0.8%
18 法人市民税中間申告 1 6,600 0.01 0.8%
19 法人市民税修正中間申告 1 6,600 0.01 0.8%
20 納税証明書請求申請 5 6,600 0.04 0.8%
21 重度心身障害者（児）医療費等支給申請書 10 6,600 0.08 0.8%
22 課税証明交付申請 5 5,940 0.04 0.8%
23 非課税証明発行 5 5,580 0.03 0.7%
24 水道使用開始届 5 5,280 0.03 0.7%
25 高額療養費 15 4,950 0.09 0.6%
26 戸籍証明の交付申請 10 4,950 0.06 0.6%
27 児童手当現況届 15 4,950 0.09 0.6%
28 水道使用中止届 15 4,950 0.09 0.6%
29 介護認定申請（新規・更新） 60 4,950 0.37 0.6%
30 精神障害者医療費給付申請 5 3,960 0.02 0.5%
31 特定疾患養護見舞金療養届出書 5 3,630 0.02 0.5%
32 上下水道・農集排料金口座振替届出 5 3,630 0.02 0.5%
33 価格通知発行 5 3,429 0.02 0.4%
34 資格の取得（社保離脱） 15 3,300 0.06 0.4%
35 外国人登録申請 60 3,300 0.25 0.4%
36 口座振替納入依頼書 5 3,300 0.02 0.4%
37 車検用納税証明書 3 3,300 0.01 0.4%
38 軽自動車税廃車申告 5 3,267 0.02 0.4%
39 債権者変更届 5 3,102 0.02 0.4%
40 市民会館・公民館使用許可申請書 5 3,056 0.02 0.4%
41 標識交付申請 兼 軽自動車税申告 5 3,036 0.02 0.4%
42 資格の喪失（社保加入） 15 2,970 0.06 0.4%
43 住宅建設資金利子補給申請 60 2,970 0.22 0.4%
44 一時的保育利用申請 30 2,881 0.11 0.4%
45 児童手当認定請求 40 2,871 0.14 0.4%
46 資格の取得（転入・出生） 15 2,640 0.05 0.3%
47 資格の喪失（転出・死亡） 15 2,640 0.05 0.3%
48 高額介護（居宅支援）サービス費支給申請 1 2,640 0.00 0.3%
49 児童手当受給事由消滅届 5 2,310 0.01 0.3%
50 建築確認申請関係 50 2,310 0.14 0.3%
51 妊娠届 10 1,980 0.02 0.3%
52 保育所入所申込 30 1,944 0.07 0.2%

平均値 平均値 合計値 構成比率
13.7 723,485 6.90 91.3%

申請･届出等手続の名称
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（イ）申請･届出等手続の電子化に伴い見直しが必要な手続 

 申請･届出等手続の電子化に向けて見直しが必要な手続の特徴は、実現課題が含まれ、か

つ年間処理件数が多い申請･届出等手続である（表 6-13）。具体的には、電子化に伴い見直

しが必要な手続として「自動車税･自動車取得税に係る申告（報告）手続」がある。これは

出頭して対面審査が必要となっている。このことにより、申請者は受付窓口まで出向く必

要があるため、電子化に馴染みにくい申請･届出等手続であると評価される。これらの見直

しに伴って縮減される申請者の時間縮減は、調査の結果、約 90 分程度であると推定される。 

 なお、費用対効果の算定にあたり見直しが必要な手続についての検討を実施したが、客

観的なデータが得ることができなかった。そこで、現在申請･届出等手続の処理で要してい

る庁内における時間を調査し、縮減可能性時間を検討した。その結果、一律に１手続当り

受付・受理プロセスで△6 分、審査プロセスで△4 分、結果通知で△2 分で合計△12 分の時

間縮減効果が生み出されるものとする（なお臨時職員の時間縮減効果△4.8 分という前提条

件をおく）。 

 

表 ６-１３ 申請・届出等手続の電子化に向けた実現課題数の集計結果 

出所）Ｘ県における実態調査等により作成  

 

 

 

実数
全体に対する

比率 実数
全体に対する

比率

事前協議等が有 767 29.3% 53,683 3.0%

実印が必要 621 23.7% 51,379 2.8%

対面審査がある 21 0.8% 622 0.0%

現物提示がある 16 0.6% 8,107 0.4%

民間の個人・団体が作成する書類が有 685 26.1% 303,933 16.8%

大量データが有 751 28.7% 99,473 5.5%

手数料納付が有 429 16.4% 594,237 32.9%

許可書等の交付方法（出頭） 252 9.6% 188,801 10.5%

物品受渡しが有 156 6.0% 191,157 10.6%

受
付
・
審
査

結
果
通
知

手続数 年間受付件数合
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（ウ）申請・届出等手続の電子化及び BPR 手段と効果 

申請・届出等手続の電子化において想定される、電子化及び BPR 手法は以下の項目で

ある。（表 6-14） 

電子化及び BPR 手法のうちで、①は申請･届出等手続のオンライン化だけであり、申請･

届出等手続の抜本的な見直しは考慮されていない。②③④は規制緩和を実施した BPR が

伴う電子化である。よって、①の効果にプラスして追加される効果が発生する。 

本調査においては、②③④による BPR についても各種資料を収集して検討を行ったが、

充分な判断材料になる資料等がなく、①の想定される電子化及び BPR 手法に限定する。 

 

表 ６-１４ 申請・届出等手続の電子化及び BPR 手段と効果 

想定される電子化およびBPR手法 引き起こされる変化

【時間縮減効果】
・申請者の来庁経費（時間、交通費等）が縮減される。
・行政側における書類がメール等からオンラインに変化
することから、
・受付等にかかる行政の業務時間が縮減される。
・審査がネットワーク上で実施されるため、効率性が向
上する。
・申請者等に対する結果通知等も電子的に実施される
ため、行政内部での業務時間が削減される。

【直接経費縮減効果】
・申請を電子的に受け付けるため、使用される用紙枚
数や電話代等の直接経費が縮減される。
・行政側では用紙削減による印刷費、用紙代および保
管スペース利用費用が縮減される。
・申請者と行政側の電話代が縮減される。

②規制緩和、関連手続の統合などにより手続そのものが削
減される。

・申請者と行政にとって、時間削減、直接経費削減につ
ながる。

③規制緩和などにより許認可手続が届出手続に変化する。
手続そのものの性質の変化。

・申請者と行政にとって、時間削減、直接経費削減につ
ながる。

④手続に伴う添付書類などが削減される。
・申請者と行政にとって、時間削減、直接経費削減につ
ながる。

①申請･届出等手続のオンライン等によって完結する。
　さらに照会等も電子メール等によって完結する。
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（２）申請・届出等手続分野における電子化の「効果」の検討範囲 

申請・届出等手続の効果算出の対象は以下の項目とする。（表 6-15） 

 

表 ６-１５ 申請･届出等手続における効果の算出対象 

庁内人件費縮減効果 人件費 申請者来庁経費縮減効果
人件費
交通費

庁内直接経費縮減効果
印刷費
保管費

申請者直接経費縮減効果 印刷費

行政サイドの効果 申請者サイドの効果

  

 

 

（３）Ｘ県及びＹ市における「効果」の算出結果 

 

（ア）Ｘ県における効果の算出結果 

①効果算出の前提条件 

Ｘ県における費用縮減効果を算出する場合に代入される、各数値及びその根拠は以下の

とおりである。8（表 6-16） 

 



 

 29 

表 ６-１６ 申請・届出等手続の電子化による効果の算出ための変数 

 

出所）Ｘ県における実態調査等により作成  

数値
データ
ソース

申請1件あたりの行政職員の縮減処理時間 a 0.2 Ｘ県調査 時間

年間処理件数 ｂ 1,750,000 Ｘ県調査 件

１時間あたりの行政職員の人件費単価 c 7,500 ＪＡＣＩＣ 円

申請１件あたりの臨時職員の縮減処理時間 d 0.08 Ｘ県調査 時間

１時間あたりの臨時職員の人件費単価 e 2000 Ｘ県調査 枚

申請1件あたりの行政の縮減用紙枚数 f 10 ＪＡＣＩＣ 枚

用紙1枚あたりの単価 g 10 ＪＡＣＩＣ 枚

1件あたり縮減面積 ｈ 0.0005 Ｙ市調査 ㎡

1㎡あたりの賃料単価 ｉ 3,200 ＯＭＲ 円

申請1件あたり縮減電話回数（行政） j 0.5 Ｘ県調査 回

電話1回あたり通話料（行政） k 10 Ｘ県調査 円

申請1件あたりの来庁回数 l 1 Ｘ県調査 回

申請1件における来庁にかかる時間 m 1 Ｘ県調査 時間

1時間あたりの申請者の人件費単価 n 5,700 推計値 円

来庁1回あたり交通費 o 1,000 Ｘ県調査 円

申請1件あたり縮減電話回数（申請者） p 1 Ｘ県調査 回

電話1回あたり通話料（申請者） q 10 Ｘ県調査 円
電話代

来庁人件費
および交通

費

行政側電話
代

印刷費およ
び保管費

庁内人件費
縮減効果

変数
項目 単位
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②効果の算出結果 

Ｘ県における申請・届出等手続の電子化を行った場合の効果を以下に示す9。（表 6-17 を

参照。算出式の詳細については、注を参照） 

 

表 ６-１７ Ｘ県における申請・届出等手続の電子化による効果の算出結果  （単位：億円） 

効果項目
電子化およ
びBPR手段

算定式 数値

庁内人件費の縮減効果
（行政職員）

① a×b×c 21.88

庁内人件費の縮減効果
（臨時職員）

① b×d×e 2.92

印刷費縮減効果 ① b×f×g 1.75

保管費縮減効果 ① ｂ×ｈ×ｉ 0.03

電話代縮減効果 ① b×j×k 0.09

来庁人件費縮減効果 ① b×l×m×n 99.75

来庁交通費縮減効果 ① b×l×o 17.50

電話代縮減効果 ① b×p×q 0.18

144.08申請・届出の電子化による効果合計
 

 

③申請・届出等手続の電子化による効果 

Ｘ県における申請・届出等手続の電子化による効果は約 144.08 億円である。 
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（イ）Ｙ市における効果の算出結果 

①効果算出の前提条件 

同様にＹ市における費用縮減効果を算出する場合の、各数値及びその根拠を以下に示す。

（表 6-18） 

 

表 ６-１８  Ｙ市における申請・届出等手続の電子化による効果の算出のための変数 

数値
データ
ソース

申請1件あたりの縮減処理時間 a 0.1 Ｙ市調査 時間

年間処理件数 ｂ 900,000 Ｙ市調査 件

１時間あたりの行政職員の人件費単価 c 7,500 設定値 円

申請1件あたりの行政の縮減用紙枚数 d 10 ＪＡＣＩＣ 枚

用紙1枚あたりの単価 e 10 ＪＡＣＩＣ 枚

1件あたり縮減面積 ｆ 0.0005 Ｙ市調査 ㎡

1㎡あたりの賃料単価 ｇ 3,200 ＯＭＲ 円

申請1件あたり縮減電話回数（行政） ｈ 0.5 Ｙ市調査 回

電話1回あたり通話料（行政） ｉ 10 Ｙ市調査 円

申請1件あたりの来庁回数 j 1 Ｙ市調査 回

申請1件における来庁にかかる時間 k 1 Ｙ市調査 時間

1時間あたりの申請者の人件費単価 l 3,800 推計値 円

来庁1回あたり交通費 m 1,000 Ｙ市調査 円

申請1件あたり縮減電話回数（申請者） n 1 Ｙ市調査 回

電話1回あたり通話料（申請者） o 10 Ｙ市調査 円
電話代

変数

庁内人件費
縮減効果

印刷費およ
び保管費

行政側電話
代

来庁人件費
および交通

費

単位項目

 出所）Ｙ市における実態調査等により作成  
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②効果の算出結果 

 Ｙ市における申請・届出等手続の電子化による効果を以下に示す。（表 6-19） 

 

表 ６-１９ Ｙ市における申請・届出等手続の電子化による効果の算出結果 （単位：億円） 

効果項目
電子化およ
びBPR手段

算定式 数値

庁内人件費の縮減効果 ① a×b×c 5.63

印刷費縮減効果 ① b×d×e 0.90

保管費縮減効果 ① ｂ×ｆ×ｇ 0.01

電話代縮減効果 ① b×h×i 0.05

来庁人件費縮減効果 ① b×j×k×l 34.20

来庁交通費縮減効果 ① b×j×m 9.00

電話代縮減効果 ① b×n×o 0.05

49.83申請・届出の電子化による効果合計

 

 

③申請・届出等手続の電子化による効果 

Ｙ市における申請・届出等手続の電子化及び BPR による効果は約 49.83 億円である。 
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６．２．３ 共通庶務事務の電子化による効果 

（１）共通庶務事務の電子化による「効果」の考え方 

共通庶務事務の電子化及び BPR において、想定される電子化手段及び変化を以下に示す。

（表 6-20） 

 

表 ６-２０ 共通庶務事務の電子化及び BPR手段と効果 

 

 

（２）共通庶務事務分野における電子化の「効果」の検討範囲 

共通庶務事務の効果算出の対象は以下の項目とする。（表 6-21） 

 

表 ６-２１ 共通庶務事務分野における効果の算出対象  

庁内人件費縮減効果 人件費

庁内直接経費縮減効果
印刷費
保管費

行政サイドの効果

 

想定される電子化およびBPR手法 引き起こされる変化

①添付書類は1～2名の決裁権者のみが審査し、他の決裁
　権者は申請書のみを審査する。

・添付書類を審査する決裁権者以外の決裁権者におけ
る決裁への投入時間が縮減される。

②各決裁の役割を明確化し、機能が重複する決裁について
　は、廃止する。

・稟議の回数が縮減される。

③電子決裁システムを導入し稟議を電子化する。 ・稟議1回あたりの投入時間が縮減される。

④申請書等の文書の収受および送付を電子化する。
・文書の移動ならびに保管への投入時間が縮減され
　る。

⑤職員による庶務事務関連の申請を電子化する。（職員が直
　接電子的に申請を行う）。

・庶務担当者や、庶務事務の所管課（人事課、職員
　課、財政課、出納課等）でのシステムへの再入力
 等への投入時間が縮減される。

⑥電子データをデータベース化して共有する。
・データ共有により、重複する手続については、申請か
 ら集計までの時間が縮減される。

⑦申請書をはじめとした書類が紙から電子データへ移行す
　る。

・印刷費および保管費が縮減される。
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行政内部において行われる共通庶務事務の内容は多岐にわたり、年間の処理件数が非常

に多い事務と、少ない事務が存在する。費用対効果という観点から見れば、電子化による

効果が少ないと考えられる事務も含めた全事務を電子化することは、好ましくないと考え

られる。 

以上の理由から、本調査においては、電子化の効果が大きいと考えられる共通庶務事務

についてのみ、電子化による効果算出の対象とする。電子化効果の大きい事務の抽出基準

は、以下の 2 点である。 

・年間処理件数が多い。 

・現在庶務担当や所管課において負担が大きく、電子化による効率化が望まれる。 

以上の要件から抽出された、電子化の対象となる共通庶務事務は、以下のとおりである。

（表 6-22） 

表 ６-２２ 共通庶務事務分野における効果の算出対象事務 

X県 Y市

出退勤管理事務 年次休暇簿

服務（通常） 勤務整理簿

病休等(90日以内） 特別・病気休暇簿

病休（90日超） 振替・割振変更簿

育児休業 パート勤務状況報告

扶養手当認定事務 児童手当認定事務

児童手当認定事務 給与振込口座設定事務

住居手当認定事務 扶養親族届認定事務 

通勤手当認定事務 給与支払報告書作成事務

特殊勤務（日給）支給事務 時間外勤務手当支給事務

特殊勤務（月額）支給事務 特殊勤務手当支給事務

管理職員特勤手当支給事務 被扶養者条件認定

宿日直勤務手当支給事務 普通貸付

時間外管理事務 支出伝票処理（更正）

共済貸付事務 支出伝票処理（戻入）

共済短期貸付事務 支出伝票処理（口座振替）

互助会支給事務 支出伝票処理（納付書）

精算旅費 支出伝票処理（現金）

概算旅費
 

出所）Ｘ県及びＹ市における実態調査等により作成  
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（３）Ｘ県及びＹ市における「効果」の算出結果 

（ア）Ｘ県における効果の算出結果 

①効果算出の前提条件 

Ｘ県における費用縮減効果を算出する際の各数値、及びその根拠は以下のとおりであ

る10。（表 6-23） 

 

表 ６-２３ Ｘ県における共通庶務事務の電子化による効果の算出のための変数 

数値 データソース

縮減時間総合計 a 144,000 X県調査 時間

1時間あたりの行政職員
の人件費単価

b 7,500 ＪＡＣＩＣ 円

手続の現行業務時間の総
合計

c 894,000 X県調査 時間

電子化およびＢＰＲ後の業
務時間の総合計

d 750,000 X県調査 時間

縮減される印刷枚数 e 890,000 X県調査 枚

用紙１枚あたりの印刷費
単価

f 10 ＪＡＣＩＣ 円

1㎡あたりに保管可能な用
紙枚数

g 10,000 ＪＡＣＩＣ 枚

１㎡あたりの賃料単価 h 3,200 ＯＭＲ 円

人件費縮減
効果

印刷費およ
び保管費

項目 単位
変数

出所）Ｘ県における実態調査等により作成  
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②効果の算出結果 

Ｘ県における共通庶務事務の電子化及び BPR による効果を以下に示す。（算出式の詳細に

ついては注を参照）11。（表 6-24） 

 

表 ６-２４ Ｘ県における共通庶務事務の電子化による効果の算出結果   （単位：億円） 

効果項目
電子化およ
びBPR手法

算定式 数値

庁内人件費の縮減効果 ①②③④⑤ ａ×b 10.8

印刷費の縮減効果 ⑥ ｅ×ｆ 0.1

保管費の縮減効果 ⑥ ｅ÷ｇ×ｈ 0.003

10.9共通庶務事務の電子化による効果合計
 

 

③共通庶務事務の電子化による効果 

Ｘ県における電子化及び BPR の効果は約 10.9 億円である。 
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（イ） Ｙ市における効果の算出結果 

 

①効果算出の前提条件 

 同様にＹ市における効果の算出において代入される数値は以下のとおりである12。（表

6-25） 

 

表 ６-２５ Ｙ市における共通庶務事務の電子化による効果算出のための変数  

数値
データ
ソース

縮減時間総合計 a 73,000 Ｙ市調査 時間

1時間あたりの行政職員
の人件費単価

b 7,500 ＪＡＣＩＣ 円

手続の現行業務時間の総
合計

c 130,000 Ｙ市調査 時間

電子化およびＢＰＲ後の業
務時間の総合計

d 56,000 Ｙ市調査 時間

縮減される印刷枚数 e 115,000 Ｙ市推計値 枚

用紙１枚あたりの印刷費
単価

f 10 ＪＡＣＩＣ 円

1㎡あたりに保管可能な用
紙枚数 g 10,000 ＪＡＣＩＣ 枚

１㎡あたりの賃料単価 h 3,200 ＯＭＲ 円

人件費縮減効
果

印刷費および
保管費

項目 単位
変数

 

出所）Ｙ市における実態調査等により作成  
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②効果の算出結果 

Ｙ市における共通庶務事務の電子化及び BPR による効果を以下に示す13。（表 6-26） 

 

表 ６-２６ Ｙ市における共通庶務事務の電子化による効果の算出結果    （単位：億円） 

効果項目
電子化および

BPR手法
算定式 数値

庁内人件費の縮減効果 ①②③④⑤ ａ×b 5.5

印刷費の縮減効果 ⑥ ｅ×ｆ 0.012

保管費の縮減効果 ⑥ ｅ÷ｇ×ｈ 0.0004

5.5共通庶務事務の電子化による効果合計
 

 

③共通庶務事務の電子化による「効果」の算出結果 

Ｙ市における電子化及び BPR の効果は約 5.5 億円である。 
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６．２．４ 内部調整事務の電子化による効果 

（１）内部調整事務の電子化による｢効果｣の考え方 

内部調整事務の電子化において想定される電子化及び BPR を以下に示す。（表 6-27） 

 

表 ６-２７ 内部調整事務の電子化及び BPR手段と効果 

想定される電子化およびBPR手法 引き起こされる変化

①職員に1人1台PCを配備することで、内部調整および付随
　する作業に電子メール、電子掲示板、インターネット等を利
　用することが可能となる。

・庁内での連絡時間が縮減される。
・内部調整における資料作成時間が縮減される。
・転記、集計等の作業時間が縮減される。
・文書等の発送作業時間が縮減される。
・資料収集時間が縮減される。

 

 

（２）内部調整事務分野における電子化の「効果」の検討範囲14 

 内部調整事務の効果の算出対象は以下の項目とする。（表 6-28） 

 

表 ６-２８ 内部調整事務における効果の算出対象 

庁内人件費縮減効果 人件費

行政
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（３）Ｘ県及びＹ市における「効果」の算出結果 

（ア）Ｘ県における効果の算出結果 

①効果算出の前提条件 

Ｘ県における費用縮減効果を算出する場合に代入される、各数値及びその根拠は以下

のとおりである。15 全業務時間における内部事務の占める割合ならびに、電子化による

投入時間縮減効果については、他自治体における実態調査の結果から、27％、8％に設定

する。（表 6-29） 

 

表 ６-２９ Ｘ県における内部調整事務の電子化による効果の算出のための変数 

数値
データ
ソース

現行の全業務時間 a 13,600,000 Ｘ県調査 時間

現行業務時間において内部調整事務
が占める割合（％） b 27% 推計値 ％

現行の内部調整事務に投入される業
務時間（ａ×b） c 3,672,000 － 時間

内部調整事務電子化による縮減率 d 8% Ａ県調査 ％

縮減時間総合計（ｃ×ｄ） e 293,760 － 時間

1時間あたりの行政職員の人件費単
価 f 7,500 ＪＡＣＩＣ 円

人件費
縮減効果

変数
項目 単位

出所）Ｘ県における実態調査等により作成  

 

②効果の算出結果 

Ｘ県における内部調整事務の電子化及び BPR による効果は以下のとおりである。（図表

6-30 参照。算出式の詳細については注を参照）16。 

 

表 ６-３０ Ｘ県における内部調整事務の電子化による効果の算出結果 （単位：億円） 

項目
電子化および

ＢＰＲ手段
算定式 数値

庁内人件費の縮減効果 ① e×f 22.03

22.03内部調整事務の電子化による効果合計
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③内部調整事務の電子化による「効果」の算出結果 

Ｘ県における内部調整事務の電子化及び BPR による効果は約 22.03 億円である。 
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（イ）Ｙ市における効果の算出結果 

①効果算出の前提条件 

 同様にＹ市における効果を算出する際の数値と、その根拠は以下の通りである。（表

6-31） 

 

表 ６-３１ Ｙ市における内部調整事務の電子化による効果の算出のための変数 

出所）Ｙ市における実態調査等により作成  

 

②効果の算出結果 

Ｙ市における内部調整事務の電子化による効果を以下に示す。（表 6-32） 

 

表 ６-３２ Ｙ市における内部調整事務の電子化による効果の算出結果  （単位：億円） 

効果項目
電子化および

ＢＰＲ手段
算定式 数値

庁内人件費の縮減効果 ① e×ｆ 5.23

5.23内部調整事務の電子化による効果合計
 

 

③内部調整事務の電子化による「効果」の算出結果 

Ｙ市における内部調整事務の電子化及び BPR による効果は約 5.23 億円である。 

数値
データ
ソース

現行の全業務時間 a 3,400,000 Ｙ市調査 時間

現行業務時間において内部調整事務
が占める割合（％） b 27% 推計値 ％

現行の内部調整事務に投入される業務
時間（ａ×b） c 918,000 - 時間

内部調整事務電子化による縮減率 d 8% A県調査 ％

縮減時間総合計（ｃ×ｄ） e 69,768 - 時間

1時間あたりの行政職員の人件費単価 f 7,500 JACIC 円

数値 単位

人件費
縮減効果

変数
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６．２．５ GtoG 分野における電子化による効果 

 

（１）電子化による｢効果｣の考え方 

GtoG 分野において想定される電子化及び BPR を以下に示す。（表 6-33） 

 

表 ６-３３  GtoG手続の電子化及び BPR 手段  

 

 

（２）GtoG 分野における電子化の「効果」の検討範囲 

GtoG 分野の効果算出の対象は以下の項目とする17。（表 6-34） 

 

表 ６-３４  GtoG手続における効果の算出対象 

庁内人件費縮減効果 人件費

庁内直接経費縮減効果
印刷費
保管費

行政サイドの効果

  

 

想定される電子化およびBPR手段 電子化による効果

①現在他行政機関への訪問によって行っている申請を、電子
　的に行う。LGWANを利用したメール等による申請書送付を
　想定する。（対面での説明等が不要なものについてのみ）

・他の行政機関訪問への投入時間が縮減される。

②申請書等の作成や統計処理の手段を電子化する。 ・申請書等作成への投入時間が縮減される。

③稟議決裁をBPRし、決裁回数を減らす。（各決裁権者間での
　役割分担の明確化と、役割が不明確な決裁の削減等を行
　う）。

④稟議を電子化する。

⑤文書収受および送付を完全に電子化する。 ・文書の収受および送付への投入時間が縮減される。

⑥文書を電子データ化する。 ・印刷費等の直接経費が縮減される。

・稟議決裁への投入時間が縮減される。
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（３）Ｘ県及びＹ市における効果の算出結果 

（ア）Ｘ県における効果の算出結果 

①効果算出の前提条件 

 Ｘ県における効果の算出を行う。Ｘ県においては、Ｙ市同様の実態調査等が存在しない。

そのため、前提をおき、算出を行う18。 

なお、全業務時間における GtoG 手続が占める割合については、B 県における実態調査の

値を用いている19。 

 

表 ６-３５ Ｘ県における GtoG手続の電子化による効果の算出のための変数 

数値
データ
ソース

X県の業務時間総合計 a 13,600,000 Ｘ県調査 時間

Ｘ県の業務時間においてGtoG手続が占める
割合

ｂ 3.5% B県調査 ％

電子化およびＢＰＲによる作業時間の縮減
率

c 47.7% Ｙ市調査 ％

時間あたりの人件費単価 d 7,500 ＪＡＣＩＣ 円

Ｙ市におけるGtoG分野における直接経費／
GtoG分野における人件費

e 2.1% Ｙ市調査 ％

Ｙ市における直接経費の縮減率 f 50.4% Ｙ市調査 ％

変数
項目 単位

人件費
縮減効果

直接経費
縮減効果

出所）Ｘ県における実態調査等により作成  
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②効果の算出結果 

Ｘ県において GtoG 分野の電子化及び BPR を行った場合の効果を以下に示す（表 6-36）。 

表 ６-３６ Ｘ県における GtoG手続の電子化による効果の算出結果  （単位：億円） 

効果項目
電子化および

BPR手段
算定式 数値

庁内人件費の縮減効果 ①②③④⑤ ａ×b×ｃ×ｄ 17.0

直接経費の縮減効果 ⑥ a×b×d×e×f 0.4

17.4GtoG手続の電子化による効果合計
 

出所）Ｘ県における実態調査等により作成  

 

③GtoG 手続の電子化による「効果」の算出結果 

Ｘ県における GtoG 分野の電子化及び BPR による効果は約 17.4 億円である。 
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（イ）Ｙ市における効果の算出結果 

①効果算出の前提条件 

Ｙ市におけるGtoG分野の電子化及び BPRによる効果の算出結果を以下に示す20（表6-37）。 

 

表 ６-３７ Ｙ市における GtoG手続の電子化による効果の算出のための変数 

数値
データ
ソース

縮減時間総合計 ａ 63,000 Y市調査 時間

1時間あたりの行政職員の人件
費単価

ｂ 7,500 JACIC 円

現行の印刷枚数(全件数につい
て）

ｃ 180,000 Y市調査 枚

縮減される用紙枚数（現行の５
０％と設定）

ｄ 90,000 枚

用紙１枚あたりの印刷費単価 ｅ 10 JACIC 円

現行の書類の保管枚数 ｆ 9,000,000 Y市調査 年

縮減される保管用紙枚数（現行
の５０％と設定）

ｇ 4,500,000 年

1㎡あたりに保管可能な用紙枚
数

ｈ 10,000 JACIC 枚

1㎡あたりの賃料単価 ｉ 3,200 ＯＭＲ 円

変数

人件費縮減効果

印刷費および
保管費縮減効果

項目 単位

 
出所）Ｘ県及びＹ市における実態調査等により作成  

 

②効果の算出結果 

Ｙ市における GtoG 手続の電子化及び BPR による効果を以下に示す。（表 6-38 を参照。算

出式の詳細については注を参照）。21 

 



 

 47 

表 ６-３８ Ｙ市における GtoG手続の電子化による効果の算出結果  （単位：億円） 

効果項目
電子化および

BPR手法
算定式 数値

庁内人件費の縮減効果 ①②③④⑤ ａ×b 4.73

印刷費の縮減効果 ⑥ d×ｅ 0.01

保管費の縮減効果 ⑥ ｇ÷ｈ×ｉ 0.01

4.75GtoG手続の電子化による効果合計
 

 

③GtoG 手続の電子化による効果の算出結果 

Ｙ市における GtoG 分野の電子化及び BPR による効果は約 4.75 億円である。 



 

 48 

６．２．６ アウトソーシング導入による効果 

 

 以下では、電子化及び BPR に加えて、アウトソーシングを活用した場合の効果を算出す

る。 

 

（１）アウトソーシング導入による「効果」の考え方 

（ア）アウトソーシング導入における「効果」の検討範囲 

以下の項目をアウトソーシングの導入による効果の算出対象とする。（表 6-39） 

 

表 ６-３９ アウトソーシング導入による効果の算出対象 

庁内人件費縮減効果 人件費

行政

 

 

 

（イ）アウトソーシング導入による「効果」の算出のケース 

本調査においては、アウトソーシング導入の程度により、3 ケースを設定し、その効果を

試算する。先述したアウトソーシング利用の程度による試算のケースを再整理したものを

以下に示す。（表 6-40） 

 

表  ６-３９ アウトソーシング導入による効果算出のケース  

ケース① アウトソーシングを導入せず、電子化とBPRを行う。

ケース② 電子化対象分野でのみアウトソーシングを導入し、電子化とBPRを行う。

ケース③ 電子化対象分野以外でもアウトソーシングを導入し、電子化とBPRを行う。

アウトソーシング導入による効果算定のケース

 
 

ケース①の算出結果はすでに示した。以下では、ケース②、ケース③について、アウト

ソーシング導入による効果の算出を行う。 

 

（２）アウトソーシング導入の対象業務についての考え方 

アウトソーシング導入による効果算出においては、アウトソーシングできる領域が含ま

れる可能性がある事務事業において、アウトソーシングが可能な業務に投入されている業

務時間を、アウトソーシングによる縮減作業時間として定義する。（表 6-41） 

全事務事業においてアウトソーシング可能な業務工程に対する投入時間を積み上げ、ア



 

 49 

ウトソーシングによる縮減時間を算出する。 

 

表 ６-４１ アウトソーシング可能な業務時間の定義 

アウトソーシング可能 アウトソーシング不可能

アウトソーシング可能 ○ ×

アウトソーシング不可能 × ×
業務工程

事務事業

  

  

すなわち、上記の表（表 6-41） にて示すように、事務事業そのものがアウトソーシン

グ可能な領域を含み、かつ業務工程がアウトソーシング可能であるという条件を同時に満

たす業務工程についてのみ、アウトソーシング可能時間として算出する。 

 



 

 50 

 

（ア）アウトソーシングによる効果算出の対象となる事務事業 

本調査では、事務事業をアウトソーシングの容易性によって 4 レベルに分けて評価し、

アウトソーシングが比較的容易であると判断される事務事業についてのみ、アウトソーシ

ングを行う場合の効果算出の対象とする。 

具体的には、以下の分類において、③及び④のレベルにあると認められる事務事業につ

いてのみ、アウトソーシング導入による効果の算出対象とする。アウトソーシング容易性

判定の基準は以下の図表のとおりである。（表 6-42） 

 

表 ６-４２ 事務事業におけるアウトソーシング可否の判断基準 
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）

業
務
の
中
に

「
作
業

」
部
分
と

「
自

治
体
と
し
て
の
判
断

」
部
分
を
切
り

分
け
ら
れ
る

① ○ ○ ○

② ○ ○ ○

③ ○ ○

④ ○

事業実施の必要性

実施主体について 業務の性格について
技術･ノウハウ

について

アウトソーシングが難し
い業務

確認、検討を要する業
務

アウトソーシングできる
領域が含まれる可能性
がある業務

すぐにアウトソーシング
が可能な業務

 

 

①アウトソーシングが難しい業務 

・ 行政職員が直接実施することが法律で明記されており､民間に行わせることができな

い業務。（例：給与事務、備品管理事務） 

・ コスト的に民間事業者のほうが割高であり、行政が行うほうが効率がよい業務。（例：

研修・会議、内部事務） 
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・ 民間業者には事業に必要なノウハウがない（引き受け手がいない）業務。（例：人事・

給与事務、諸手当支給、旅費支給事務） 

 

②確認、検討を要する業務 

・ 現場レベルで日常的に公権力の行使を要する業務。（例：自動車税関連事務、不動産

取得税関連事務） 

・ 現場レベルで日常的に行政としての政策判断が求められる業務。（例：他行政機関、

関係団体等との連絡調整、予算執行事務） 

・ 関連する技術･ノウハウを行政内部に蓄積し続けるべき業務。（例：職員研修、公文書

保存に関する事務） 

 

③アウトソーシングが可能な領域が含まれる可能性がある業務 

・ 行政で実施することが法律で規定されており、取りやめられない業務。（例：補助金

関係事務、災害見舞金関連事務） 

・ 個人情報など秘密の保持が必要な業務。（例：旅費事務、社会保険事務） 

 

④すぐにアウトソーシングが可能な業務 

・ 業務における「作業」部分と「行政としての判断」部分を切り分けられる業務。（例：

啓発活動、広報） 
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Ｘ県における事務事業においては、全事務事業の約 26％がアウトソーシング可能な領域

を含んでいる可能性がある22（表 6-43）。 

 

表 ６-４３ Ｘ県における事務事業におけるアウトソーシングの可能性 

事務事業におけるアウトソース可能性 事務事業数
事務事業数にお
ける割合(％）

記入なし 5,100 27%

①アウトソーシングが難しい業務 3,400 18%

②確認、検討を要する業務 5,600 29%

③アウトソーシングできる領域が含まれる可能性がある業務 4,500 23%

④すぐにアウトソーシングが可能な業務 600 3%

合計 19,200 100%
  

出所）Ｘ県における実態調査により作成  

 

（イ）アウトソーシングによる効果算出の対象となる業務 

本調査では、行政における業務工程の種類を 53 に分類し、以下の条件に適合する業務を

アウトソーシング可能な業務であると定義する。 

 

・現地性が低く、業務を行う場を選ばない業務 

・デスクワークで特に外部との対応を必要としない業務 

・説明、交渉等の必要がない業務 

・審査等の判断を要しない業務 

 

上記の条件から、今回アウトソーシング導入を想定する業務は、以下の業務とする。 

ケース②については、上記の条件に該当し、かつ電子化の対象である 13 業務をアウトソー

シング対象として想定する。ケース③については、ケース②の業務に加え、電子化対象範

囲外の４業務もアウトソーシング対象として想定する。（表 6-44） 
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表 ６-４４ アウトソーシングの導入対象業務 

業務種類 電子化分野

契約関係事務 GtoB(調達）

入札・契約事務 GtoB（調達）

物品取得 GtoB（調達）

秘書 InG（庶務事務）

服務関係事務 InG（庶務事務）

福利厚生関係事務 InG（庶務事務）

給与、諸手当関係事務 InG（庶務事務）

支出関係事務(旅費を除く) InG（庶務事務）

旅費関係事務 InG（庶務事務）

財産管理 InG（庶務事務）

書類の仕分け、台帳等の整理 InG（庶務事務）

データ入力、変換、集計 InG（庶務事務）

台帳記入、更新、転記 InG（庶務事務）

技術指導等 電子化対象外

研究 電子化対象外

研修 電子化対象外

調査、検査 電子化対象外

ケース②、ケース③双方に
該当する業務工程

ケース③のみに該当する
業務工程
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（３）Ｘ県及びＹ市におけるアウトソーシングによる「効果」の算出結果 

以下では、アウトソーシングを導入した場合の、Ｘ県及びＹ市における効果の算出結果

を示す。 

 

（ア）Ｘ県における効果の算出結果 

①効果算出の前提条件 

Ｘ県においては詳細な実態調査に基づき、アウトソーシング導入可能な作業時間を算出

した。具体的には、行政職員へのアンケートにより、各事務事業を先述の４つのレベルで

評価し、また各業務工程における投入時間を把握した（表 6-45）。以下では、Ｘ県における

アウトソーシング導入による効果の算出結果を示す。（表 6-46） 

 

表 ６-４５ Ｘ県における電子化による効果の算出のための変数  

ケース② ケース③ データソース 単位

アウトソースされる作業時間 ａ 795,000 820,000 X県調査 時間

時間あたりの人件費単価 ｂ 7,500 7,500 JACIC 円

縮減率 アウトソーシング導入の場合
の人件費縮減率

ｃ 40% 40% 旧通産省試算
より設定

％

項目

庁内人件費
縮減効果

出所）Ｘ県における実態調査等により作成  

 

②効果の算出結果 

Ｘ県におけるアウトソーシング活用による効果は以下のとおりである23。（表 6-49） 

表 ６-４６ Ｘ県におけるアウトソーシング導入による効果の算出結果  （単位：億円） 

算定式 ケース② ケース③

人件費縮減効果 ａ×ｂ×ｃ 23.85 24.60

23.85 24.60アウトソーシング導入による効果合計
  

 

③アウトソーシング導入による効果の算出結果 

アウトソーシングを活用した場合の人件費縮減効果は、ケース②では、約 23.85 億円であ

り、ケース③の場合の効果では、約 24.60 億円である24。 



 

 55 

（イ）Ｙ市における効果の算出結果 

①効果算出の前提条件 

Ｙ市においては、Ｘ県のような業務の詳細な過程についての実態調査が存在しない。そ

のため、Ｘ県における算出結果を用いて、Ｙ市におけるアウトソーシング導入による効果

を算出する。25（表 6-47） 

 

表 ６-４７ Ｙ市におけるアウトソーシング導入による効果の算出のための変数 

出所）Ｘ県及びＹ市における実態調査等により作成  

 

数値
データ
ソース

X県における調達事務の年間処理件数 ａ 8,000 X県調査 件

Y市における調達事務の年間処理件数 b 3,500 Y市調査 件

X県における調達事務のアウトソース可能
時間

c 55,000 X県調査 時間

X県における共通庶務事務の年間処理件
数

ｄ 3,800,000 Ｘ県調査 件

Ｙ市における共通庶務事務の年間処理件
数 ｅ 490,000 Ｙ市調査 件

Ｘ県における共通庶務事務のアウトソース
可能時間 ｆ 740,000 Ｘ県調査 時間

縮減率 アウトソーシング導入の場合の人件費縮
減率

ｇ 40% 旧通産省
試算より設

％

人件費単価 １時間あたりの 人件費単価 ｈ 7,500 ＪＡＣＩＣ 円

共通庶務事務分野での
アウトソース可能時間

変数

調達分野でのアウトソー
ス可能時間

項目 単位
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②効果の算出結果 

 上記の数値から求められる、ケース②におけるアウトソーシング可能な時間数を以下に

示す。（図表 6-48） 

表 ６-４８ Ｙ市におけるアウトソーシング導入可能な時間の算出方法 

（単位:時間）  

項目 算定式 算定結果

調達でのアウトソース可能時間（A） b×c÷ａ 24,063

庶務事務でのアウトソース可能時間（B） ｆ×ｅ÷ｄ 95,421

アウトソース可能時間合計 A＋B 119,484

電子化対象分野における人件費縮減効果 (A+B)×g×ｈ 358,450,658
 

 

 

同様にケース③のみに含まれる業務工程を含めたアウトソーシング可能時間についても

求める。（表 6-49） 

 

表 ６-４９ Ｙ市におけるアウトソーシング導入可能時間     (単位：時間) 

 

アウトソーシングを導入した場合の人件費縮減効果を求める。（表 6-50、算出の詳細につ

いては注を参照） 

 

 

 

数値
データ
ソース

Ｘ県における電子化対象分野の縮減可能
時間

x 795,000 Ｘ県調査

Ｙ市における電子化対象分野の縮減可能
時間

ｙ 119,484 Ｙ市推計

Ｘ県における電子化対象外分野も含めた
縮減可能時間

ｚ 820,000 Ｘ県調査

Ｙ市における電子化対外
分野も含めた作業時間

項目

ケース③におけるアウトソース可能時間　（ｙ×ｚ）÷x 123,241



 

 57 

表 ６-５０ Ｙ市におけるケース②・③におけるアウトソーシングによる効果 （単位：億円） 

ケース② ケース③

人件費縮減効果 3.58 3.70

3.58 3.70アウトソーシング導入による効果合計
 

 

 

③アウトソーシング導入による効果の算出結果 

Ｙ市におけるアウトソーシングの導入による効果は、ケース②の場合には約 3.58 億円で

あり、ケース③の場合には約 3.70 億円である。 
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６．３ 分析・評価 

 

（１）電子化及び BPR による効果のまとめ 

以上において算出された、アウトソーシングを導入しない場合（＝ケース①）の電子化

及び BPR による効果の合計を以下に示す。（表 6-51） 

 

表 ６-５１ アウトソーシングを導入しない場合における電子化による効果のまとめ 

                                 （単位：億円）  

X県 Y市 X県 Y市

調達事務の電子化による効果 68.9 4.7 26.2% 6.7%

申請・届出等手続の電子化による効
果

144.1 49.8 54.7% 71.3%

共通庶務事務の電子化による効果 10.9 5.5 4.1% 7.9%

内部調整事務の電子化による効果 22.0 5.2 8.4% 7.4%

GtoG ＧｔｏＧ手続の電子化による効果 17.4 4.7 6.6% 6.7%

263.3 69.9 100.0% 100.0%電子化およびBPRによる効果合計

ＧｔｏＢ,Ｃ

InG

効果項目
100％電子化した場合の効果 効果に占める割合

 

 

 アウトソーシングを導入しない場合における電子化による効果は、Ｘ県において約 263

億円、Ｙ市において約 70 億円である。 
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（２） アウトソーシング導入による効果のまとめ 

以下に、アウトソーシング活用時の効果についてまとめたものを示す。（表 6-52、表 6-53） 

 

ケース②の場合の効果のまとめ 

 

表 ６-５２ ケース②の場合の電子化及びアウトソーシング活用による効果  （単位：億円） 

X県 Y市

調達の電子化による効果(落札価格
低下効果含む）

68.9 4.7

申請の電子化による効果 144.1 49.8

庁内庶務事務の電子化による効果 10.9 5.5

調整事務の電子化による効果 22.0 5.2

GtoG ＧｔｏＧ手続の電子化による効果 17.4 4.7

アウトソース
ＩＴアウトソース(ケース②）利用による
効果

23.9 3.6

287.2 73.6合計

ＧｔｏＢ/Ｃ

効果項目
100％電子化した場合の効果

InG
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ケース③の場合の効果のまとめ 

 

表 ６-５３ ケース③の場合の電子化及びアウトソーシング活用による効果  （単位：億円） 

X県 Y市

調達の電子化による効果(落札価格
低下効果含む）

68.9 4.7

申請の電子化による効果 144.1 49.8

庁内庶務事務の電子化による効果 10.9 5.5

調整事務の電子化による効果 22.0 5.2

GtoG ＧｔｏＧ手続の電子化による効果 17.4 4.7

アウトソース
ＩＴアウトソース(ケース③）利用による
効果

24.6 3.7

287.9 73.7合計

ＧｔｏＢ/Ｃ

効果項目
100％電子化した場合の効果

InG

 
 

 上記の集計結果から、X 県、Ｙ市ともにアウトソーシングを組み合わせた電子自治体構築

のほうが、費用対効果が大きいことがわかる。 

 

６．４ 結論 

 構築費用については下記の結論が導出される。 

（１） 効果を大きく左右する要因として、電子化率と利用率がある。例えば、申請･届出

等手続の電子化を推進する際には、利用者による申請･届出等手続の利用率が高け

れば高いほど効果が大きくなる。一方で、利用率が低ければ、充分な効果が上げ

られない。 

（２） 各種事務の電子化による効果をあげていくためには、より多くの申請･届出等手続

を電子化対応することで電子化率を向上させるよりも、利用率をいかに上昇させ

ていくかが重要な課題となる。 

（３） 本調査において指摘できなかったポイントして、電子化処理と従来どおりの紙ベ

ースの処理が併存する非効率性を盛り込んでいない点が指摘される。例えば、申

請･届出等手続については一時的にオンライン経由の受付等と紙ベースでの従来

とおりの受付等に分けられるが、そうした 2 つのパターンによる処理は一時的に

効率化ではなく、非効率性につながる。 
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（４） 本調査において指摘できなかった二つ目のポイントして、既存システムの連携な

ど効果を生み出すための基礎条件を盛り込んでいない点が指摘される。特に、

GtoB/C における電子化効果は庁内の電子化が整備され、既存システムと新システ

ム（CALS/EC、汎用受付システム等）とのシームレスな連携があってはじめて効

果が生み出されるからである。 

 

 




